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令和 3 年度介護報酬に関する質問と回答(Vol.5)  

  

令和 3 年度介護報酬改定に関する相談窓口および令和 3 年度介護報酬改定（栄養関連）
研修会時の質問・疑問を項目毎にまとめましたのでご確認ください。掲載されていない項
目については、次回（9 月中旬予定）令和 3 年度介護報酬に関する質問と回答（Vol.6）に
て随時公開していく予定です。  

  

通所系サービスについて P.2〜P.4  

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） P.2  

栄養アセスメント加算 P.3  

栄養改善加算 P.3〜P.4 

 

LIFE について P.5〜P.6  
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令和 3 年度介護報酬に関する質問と回答⑤ 

通所系サービスについて 

Q：通所系サービスの加算の併算定可と不可が良くわかりません。 
A：厚生労働省「令和３年度介護報酬改定の主な事項」を参照 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）について 

栄養アセスメント加算・栄養改善加算及び口腔機能向上加算の併算定不可です。 
 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）について 

栄養アセスメント加算は併算可能です。 
栄養改善加算も併算定可です。 

※1 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニン
グの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に
係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニ
ング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できること。 
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・栄養アセスメント加算について 

 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）のみ併算定可能です。 
 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）と栄養改善加算については併算定不可です。 

※2 栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養
改善サービスの提供が必要とされた場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改
善加算を算定できること。 

 

・栄養改善加算について 

 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）と栄養アセスメント加算について併算定不可です。 
 

※1 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニン
グの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に
係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニ
ング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できること。 
 

※2 栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改
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善サービスの提供が必要とされた場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善
加算を算定できること。 

 
 
※指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養
管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に
関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12 年 3 月 1 日老企第 36 号）  
※1 第 2 の７（17） 
※2 第 2 の７（15） 

 
 
 
口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（Ⅱ）についての告示・留意事項記載箇所 

●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 
（令和３年厚生労働省告示第 73 号） ６ 注 17 

●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅 
療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の 
額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 
（平成 12 年 3 月 1 日老企第 36 号） 第 2 の７（17） 

●厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示 95） 大臣基準告示十九の二  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE について 
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Q：栄養マネジメント強化加算算定にあたり、LIFE へ情報を提出する際、浮腫が改善した
ことで体重減少した場合でも、低栄養リスクが高リスクに該当してしまい合点がいきませ
ん。浮腫による体重増加の場合も同様になりますが、どのように記入するのが望ましいの
でしょうか。 
A：浮腫改善による体重減少の場合でも、体重減少があったという事実があり、状態に変
化がないかを見ていく必要があります。体重減少の原因については特記事項に記載してく
ださい。浮腫による体重増加の場合は、「多職種による栄養ケアの課題」の「浮腫」にチ
ェックを入れてください。 
 
 
Q：栄養アセスメント加算算定にあたり、LIFE へ情報を提出する際、利用者に対し栄養ア
セスメントした分から随時報告してよいのでしょうか。それとも、全員分をまとめて報告
した方が良いのでしょうか。 
A：LIFE への情報提出の頻度は、栄養アセスメントを行った日の属する月、少なくとも 3
ヶ月に 1 回であり、利用者ごとに翌月 10 日までに提出する必要があります。 
 
●科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及
び様式例の提示について（令和 3 年 3 月 16 日老老発 0316 第 4 号）（抄） 
 
LIFE への情報提出の頻度については、下記の表を参考にしてください。 
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